第２次名護市環境基本計画策定業務その２仕様書

１　事業名
第２次名護市環境基本計画策定業務その２

２　目的
第２次名護市環境基本計画策定業務その２（以下「本業務」という。）は、平成25年度に策定された「名護市環境基本計画」を改定するため、令和８年度を初年度とする「第２次名護市環境基本計画」（以下「本計画」という。）を策定するものである。
[bookmark: _GoBack]なお、本業務は「名護市環境基本条例」に基づいて自然環境の保全及び生活環境の創造と経済発展の両立に努め、美しい自然と共存した持続的発展が可能な社会の構築及び継承を目指すとともに、令和６年度策定の「第２次名護市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）素案」及び令和５年度策定の「名護市一般廃棄物処理基本計画」を統合するものである。

３　期間
契約締結の日から令和８年３月31日まで

４　本業務の前提条件
（１）　名護市における自然環境及び生活環境や社会情勢の変化等を勘案し、名護市の方針や意向を十分理解して臨むこと。
（２）　国が策定している環境基本計画、地球温暖化対策実行計画、生物多様性国家戦略、エネルギー基本計画や、沖縄県が策定している環境基本計画、地球温暖化対策実行計画、生物多様性おきなわ戦略など、国や県の関連する計画の内容を勘案しつつ、市の特性に合わせた計画にすること。
（３）　「第５次名護市総合計画」を上位計画とし、その他関連計画と整合の取れた計画とすること。
（４）　本業務に必要な情報や資料等の収集等は原則として受託者が行うこと。
（５）　本業務の履行に関し疑義が生じた場合は、適宜、名護市と協議を行うこと。

５　業務項目
（１） 第２次名護市環境基本計画策定
　　　平成25年度策定の現行計画を改定し、下記(２)(３)の各計画を統合させる。
（２） 第２次名護市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）素案の修正及び本計画への統合
「第２次名護市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）素案」に係る環境省からの指摘事項について修正したうえで、本計画へ統合する。
（３） 令和５年度策定の「名護市一般廃棄物処理基本計画」を本計画へ統合

６　業務内容
（１）　計画に係る基本的事項の整理
本計画策定の背景や目的、期間、対象範囲、位置付け等の基本的事項を整理する。 
（２）　各個別計画の整理及び作成
ア　「第２次名護市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）素案」
（ア）　中期目標までの各部門別削減量および削減目標（年度比）の数値化
（イ）　省エネ削減量の追記
（ウ）　各施策の実施に関する目標の設定
イ　「名護市一般廃棄物処理基本計画」
（ア）　新分別の整理
（イ）　環境基本計画統合版（一部修正）の作成
など、市が求める事項についての見直し及び整理を行う。
（３）　基礎調査の実施
①第２次名護市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）素案にて調査した社会・環境の動向と名護市の現況分析の整理
②環境法令や国際情勢、国・県の動向調査
③名護市環境基本条例第３節の具体的施策を実行するうえで必要な情報等の収集と現況分析・整理
（４）　課題の抽出
各種調査（情報収集）の結果から名護市の環境特性等を把握し、地域が抱えている環境上の問題点や課題を抽出する。また、本計画策定に当たっての方向性を整理する。
　　　（５）　具体的施策の取組内容及び役割等の設定
具体的施策に基づく新たな取組内容について検討を行い、市、市民、事業者の各主体の役割・行動等を設定する。
また、それらが環境分野にとどまらず、経済、社会などを含め、多様な視点で様々な課題を解決し、相乗的な効果の創出につながるものとなるよう工夫する。
（６）　パブリックコメントの実施
パブリックコメント用の資料の作成、意見に対する回答の作成及び適当な意見を抜粋し本計画へ反映させる。
（７）　本計画書及び概要版の作成
本計画の本編及び概要版等の原稿作成、デザインレイアウトを行う。
（８）　会議等の運営支援
環境審議会及び庁内会議等に出席し、会議資料の作成、意見の集約及び議事録の作成を行う。会議の開催は環境審議会、庁内部会及び庁内会議それぞれ３回を想定する。
（９）　打合せ
業務を円滑に遂行するため、打合せを行う。受託者は打合せ後速やかに打合せ記録簿を作成し提出する。

計画策定スケジュール（案）
	令和７年７月頃
	基本的事項、基礎調査の実施、環境審議会、庁内部会及び庁内会議の設置

	令和７年８月頃
	第１回庁内会議、庁内部会、環境審議会
【事項　１．環境基本計画改定の概要　
２．一般廃棄物処理基本計画】　

	令和７年11月頃
	第２回庁内会議、庁内部会、環境審議会
【事項　１．　地球温暖化対策実行計画（区域施策編）素案 
２．　施策、本計画の取り組み内容（個別計画以外）】

	令和８年1-２月頃
	パブリックコメント

	令和８年２月頃
	第３回庁内会議、庁内部会、環境審議会
【事項　１．推進体制と進捗管理　２．第２次名護市環境基本計画（案）】　

	令和８年３月頃
	第２次名護市環境基本計画の策定及び公表



８　成果品
以下の成果品を作成、納品する。
（１）　第２次名護市環境基本計画計画【本編】（Ａ４版 １２０頁程度 カラー）50部
（２）　第２次名護市環境基本計画計画【概要版】（中綴じ Ａ４版 カラー）50部
（３）　業務報告書（Ａ４版 カラー）２部
（４）　本市が必要とする資料等
（５）　上記に関する電子データ一式

９　その他
（１） 本業務の成果品については、市が著作権を持つものとし、市が自由に加工、コピー、ホームページへの掲載、印刷製本等を行い、公表できるものとする。
（２） 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、市と受託者との協議の上、決定するものとする。

